
平成22年度包括外部監査における指摘事項及び対応状況

現　状 問題点 意　見

１

今回の試算において、ふれあい館１館の維持管理
コストの総額は、51百万円から57百万円程度と差
があるが、これは減価償却費が主要因であり、こ
れを除くと各館45百万円程度と類似している。ま
た、ふれあい館の使用料収入を控除した維持管理
コストの純額は、275,915,732円であり、平成２２
年４月１日における荒川区の人口203,713人で割る
と、区民一人当たり年間約1,354円の負担をしてい
ることとなる。

区民一人あたり負担額の高低については、事
業の成果を踏まえて区民が判断すべきもので
あり、その負託を受ける区の政策判断の問題
であるが、区として現在の負担が適正なもの
か否かを判断し、指定管理者に対して、より
効果的かつ効率的な運営を求めることも指向
すべきである。そのためには、指定管理料の
実態を適切に把握した上で、効率化する余地
の有無を判断することが重要であり、その前
提として、指定管理者から正確な収支状況の
報告を受ける必要がある。

現状の指定管理料にかかる指定管理者からの収支報告
の正確性には疑問がある。早急に改善し、現状の指定
管理料の水準と各指定管理者の行っている管理運営業
務に関して検討を行う必要がある。

区民一人あたりの負担額という視点からも、今後はより正確な収
支報告書を提出するよう強く指導するとともに、決算・会計報告
の帳票を新たに導入し、チェック体制の強化を図る。
その中で、管理運営業務と指定管理料の水準について検証してい
く。

実施済み

２

各ふれあい館において、あらゆる世代を対象とし
た各種事業が行われている。各種事業への参加人
数は様々であり、毎回、数十名が参加する事業も
あれば、数名の参加者の事業もあり、参加者の少
ない事業の中には、サークル事業などで、毎週、
数名の特定の参加者のみで行われている事業もあ
る。

参加者の人数のみでその事業の有用性を判断
すべきではないが、ふれあい館は区の施設で
あり、数名の特定の利用者が参加する事業の
ために、定期的に部屋を使用することは、全
ての区民が平等に施設を利用できる公平性の
観点から検討が必要である。

継続して行われる事業の中で、例えば一年間実施した
後に参加者が少ない事業に関しては、その事業の継続
の要否を検討し、新たな参加者の募集を積極的に募集
し継続を試みる、或いは、その事業を他の事業の開催
に変更し、新たな参加者を募るなど、より多くの地域
住民が利用できるように応える事も必要である。

事業の継続の可否については、さまざまな観点から現在も検討し
ているところではあるが、事業の中には、区民ニーズを先取り
し、地域文化の底上げを誘導することを目的に実施しているもの
もあり、参加者数の多寡だけでなく、それぞれの事業の特性等を
勘案しながら対応をしていく。
しかしながら、ふれあい館は区の施設であり、全ての区民が平等
に利用できる公平性の視点も重要であることから、今後はより一
層バランスのとれた事業運営を心がけていく。

平成２３
年度実施

３

指定管理者の管理運営業務に関しては、基本協定
書第１６条並びに年度協定書において、その業務
の一部を指定管理者以外の第三者に委託し、もし
くは請け負わせる場合には、事前に区に書面にて
届出た上で、承認を得ることが求められている
が、再委託に関する区への届出がなされていな
かった、見積競争とされていながら相手方指定の
随意契約であった、再委託業者として届出をした
事業者とは異なる事業者との間で契約を締結して
いた等、各種承認申請に関する内容の誤りや申請
漏れがあった。
また、再委託に関する規定はあるものの、再々委
託については、規定上明記されていない。

収支予算書や業務報告書に記載される収支状
況等の報告に、様々な委託業務に関する支出
予算額並びに実績額が報告されていることか
ら、指定管理者を監督する立場にある区は、
当該再委託の届出が十分か否か判断し得る立
場にあったと言え、区が相当な注意を払えば
再委託に関する承認が漏れていること等は防
ぐことができたものと言える。
再委託先として承認をうけた第三者が、さら
に他の事業者に委託する「再々委託」につい
て、規定上明記されていない現状では、再委
託に関して事前の協議・承認を求めている規
定の意味が実質的には形骸化していると言え
る。

・管理運営業務における責任の所在を明確にするな
ど、再委託に関する承認申請の必要性とその意義を監
督者である区は再認識すべきであるとともに、第三者
への委託業務を承認するにあたっては、予算書や前年
度の業務報告書等の内容を踏まえた上で行うことが望
まれる。
・指定管理者においては、第三者に対して業務の再委
託を行う際には、区に対して事前に届出を行い、承認
を受けるという規定の遵守を徹底する必要がある。
・業務の再々委託に関する規定の整備を行うととも
に、区と指定管理者の両者による規定の遵守が必要で
ある。

現在、再委託に関しては、事前に区に書面で届出した上で、承認
をしているところであるが、その中での漏れや不備があったこと
の反省を踏まえ、今後は月例の事業報告書の中の施設点検報告の
チェックに際して、事前に届出をした業者が行っているかの確認
作業を行っていく。再々委託に関しては、平成２３年度のふれあ
い館指定管理者候補者選定の募集要項の中で、再々委託は認めな
い旨を記載した。既に協定を取り交わしている年度協定には、
再々委託禁止事項がないが、指定管理者と協議し、再々委託禁止
条項を盛り込んだ年度協定書の変更を行うこととする。
また、指定管理施設全般の取組として、規定のより一層の徹底を
図るため、チェックリスト（区の所管部門の課長・係長・担当の
確認欄を設け、より多くの職員の目でチェックする仕組としてい
る。）を作成し、指定管理者に提示するとともに、委託届では、
契約書のうち、相手方と期間がわかる部分を提出するよう義務付
けた。さらに、平成２２年度実績報告分から、より詳細な決算・
会計報告を求めており、年度終了後、委託費についても個別の内
訳を提出させるようにした。なお、外部専門家による調査におい
ては、委託内容に関する疑義や書類の不備等がある場合に、必要
に応じて現地調査も実施する予定である。

実施済み

４

指定管理者が事業をどのように実施しているかに
ついて、区は指定管理者からの月次・年次の事業
実績報告を受けその内容を確認するとともに、実
際に各ふれあい館を随時訪問し、実施の状況を確
認している。しかし、指定管理料の項目間の流用
理由の詳細な検討や、また予算額と実績額の比較
検討を行っていない等、「決算額による事業の実
施状況の検討」は行われていない。

区としては、運営費の中に「新たなひろば館
事業」として１５０万円の予算を提示してい
るが、実際に各館で計上されている同項目は
数万円～数十万円であり、その他の運営費に
おいても予算額より実績額の方が大幅に下
回っているものが多く見受けられる。
区が必要と考え計上している事業の予算であ
り、その支出状況を確認することは、事業実
績報告とあわせて事業の実施状況を確認する
手段となるとともに、実際の支出状況によっ
ては次年度以降の指定管理料に反映すべき事
態も考えられる。

指定管理者に指定管理料の決算収支報告の提出を求め
ている現状を鑑み、指定管理料の項目間の流用に関し
て申請のあった場合には、その理由の提示を詳細に求
めるとともに、決算数値において予算額と乖離の大き
い項目、特に運営費の各項目については、その差異に
関して説明を求め、内容を分析するなど、決算数値を
活用する必要がある。

平成２３年度から、各指定管理者が法人として作成している決算
書と区に提出する決算書の科目の突合を図るための「決算マト
リックス表」を新たに提出書類として加えることとした。この決
算マトリックス表によりチェックを行っていく。
また、流用する際には、事前の相談を徹底するとともに、理由に
ついて詳細な報告を求めていく。また、予算額と決算額に大きな
乖離が見られたときにも説明を求め、その原因を分析するととも
に、次年度計画（予算）に反映すべきものについては、反映させ
ていく。
指定管理施設全般の取組として、平成２２年度の実績報告分か
ら、より詳細な予算・決算報告を求めることとし、報告書の様式
の見直しを行った。新たな報告書では「予算と実績の乖離」や
「前年度の数値からの乖離」が大きい場合、その理由等の説明の
記載を義務付けている。

平成２３
年度実施

対応状況

　

外部監査の結果

ふれあい館の維持管理費について

各種事業の利用者について

業務の再委託の協議について

指定管理料の項目の流用について
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平成22年度包括外部監査における指摘事項及び対応状況

現　状 問題点 意　見 対応状況

５

(1) 平成２１年度における委託業務について、区に提
出された収支状況の報告書と、実際に、指定管理
者が保管している領収書、請求書及び会計伝票等
との照合を行ったところ、各館において金額の差
異が生じていた。

検証してみると、年度当初の予算額よりも実
際の支払額が少ない科目については、予算額
よりも実際の支払額が超過した科目の調整弁
として扱われている等の状況があり、区に対
して報告されている収支状況は、実態を正確
に反映していない数値もあった。また、区
は、指定管理者から報告された収支状況につ
いて、これまで検証作業や指導を行っていな
い。

ふれあい館に関する指定管理業務は、実費精算方式で
はないが、収支の状況も指定管理者の業務実績を判断
する上での重要な要素である。特に、一定の管理水準
が求められる施設の維持管理業務に関しては、委託費
の実績額を把握することは、その管理状況を判断する
ための補完材料として有用である。
収支状況により業務実績等を判断する際は、その収支
状況の報告が実際の支払額に基づいて作成されること
が前提となっているため、今後区は、指定管理者に対
して、実績額をもって収支状況の報告とすることを徹
底する必要がある。加えて、実績審査の一環として、
必要に応じて、当該収支状況の報告を検証することも
望ましい。

今後、実態を反映した収支報告書の提出を強く指導していく。
また、新たに「決算書マトリックス表」を作成し、区へ報告した
決算科目と法人独自の決算科目を一表にすることとしたため、こ
の表を活用し、区・法人の両者の科目を付き合わせる等により、
数値をより正確に把握できるよう努める。さらに、外部専門家に
よる評価において必要に応じ現地調査も行うこととした。

平成２３
年度実施

(2) 年度協定書に定めている各ふれあい館における施
設の管理水準は、具体性に乏しく、抽象的な表現
であり、具体的な点検回数や清掃業務の内容等ま
では明示されず、実際の点検回数や定期清掃の回
数等は、指定管理者が判断する現状となってい
る。一方、区が指定管理料を積算するに際して
は、一定の点検回数等が想定されているものの、
これは予算積算上の見積りに過ぎず、指定管理者
に対して提示或いは指導されていない。
また、業務報告書の記載内容は決められておら
ず、具体的な様式や提出書類も統一されていない
ため、各指定管理者が任意に提出している状況に
あり、業務の実施状況及び管理状況の確認を的確
に把握できる状況にあるとは言えない。

ＥＶや空調機の点検に対する認識の不徹底
等、諸設備の点検に不備がある他、点検業務
や清掃業務において区で想定している水準と
同水準には行われていないものも多数あっ
た。

安全性を担保するための諸設備の定期点検の回数等、
施設の管理水準を具体的に設定し、協定書等において
明示すべきである。
また、業務の実施状況を的確に確認できるよう業務報
告書の記載内容を具体的に確定し、各指定管理者より
提出を受け、実施状況の確認を行う必要がある。

施設の管理水準については、平成２３年度の協定書に明記した。
実施状況の確認については、新たに点検業務報告書の様式を作成
したため、この報告書により、毎月、実施状況の確認をしてい
く。指定管理施設全体の取組として、この新た報告様式「施設点
検報告書」を平成２２年度分の実績報告から全施設に導入し、こ
の報告書により実際の実施日と実施内容を確認するようにしてい
る。

実施済み

６

来館者からの子育てなどに関する相談に対応する
ため、相談室として部屋を備えている館がある
が、その使用状況を確認したところ、相談室を設
置しているふれあい館においても、個別の相談が
あった場合には、館内のサロンや事務室などのス
ペースで対応しており、その使用実績は殆ど無い
とのことであった。

物品を保管するスペースなどが不足している
ため、普段は相談室を倉庫として使用し、必
要に応じて相談室として使用しているのが現
状である。
また、相談室が設置されていないふれあい館
において区と指定管理者との基本協定書の
「管理物件の概要」に相談室が記載されてい
る館があった。

相談室の必要性について、今一度、検討を行い、相談
室として整備を行うか、物品の保管スペースなどが不
足している現状を鑑み他の利用方法への正式な転用を
行うかを判断することが施設の有効活用に繋がると考
える。
業務仕様書は区と指定管理者の間で行うべき業務を定
める基本となる書面であり、早急に見直し、実態に即
して整備する必要がある。

倉庫等の不足解消のため、他のスペース等を倉庫へ転用してい
き、現相談室については、子育て支援充実の観点から、その機能
を高め、育児相談等を実施していくとともに、利用促進のための
ＰＲをしていく。
なお、相談室がないふれあい館については、授乳室と兼用ではあ
るが、相談室機能を備えた部屋を整備した。

実施済み

７

(1) 貸室使用料月報における転記ミスや調定金額との
差異、また現金実査の未実施等、区へ納入する貸
室使用料の管理に関する不備が散見された。

貸室の使用料金の管理に関するマニュアル等
が各館に存在しない。
また、区においても本来は、月報と納入金額
との差異は調定を行う際に把握すべき事案で
もある。

貸室の使用料金の管理を徹底する必要があるととも
に、月報などの記載に関して再度確認を行うなど、貸
室使用料の集計業務に関する精度を高めるとともに、
管理業務の精度の向上を図るため、また担当者の異動
なども考えられるため、書面によるマニュアルの整備
を検討する必要がある。
区において、今後、納付額と「貸室使用料月報」等と
の照合を確実に行った上で調定を起こすことが望まれ
る。

納付額と「貸室使用料月報」との照合を確実に行った上で調定処
理を行うよう指導徹底する。
また、マニュアルを整備するとともに、日々のチェックもしっか
りと行うよう注意する。

実施済み

(2) 各ふれあい館において、現金残高と帳簿残高に差
異がある。

仮払金の伝票などを使用しないでつり銭等を
貸室使用料の現金から出金している。受付時
間終了後に現金残高と帳簿残高を照合すると
いうことが徹底されていない。

現金に関してその出納及び残高の確認に関する手続き
を定め、その運用を徹底するべきである。管理責任の
明確化、内部的な牽制効果及び帳簿との差額が生じた
際の事実確認に資すること等のために、照合した結果
（照合者、照合した結果等）を明確に記録することが
必要である。

現金が合わない原因を改めて調べたところ、職員がつり銭を立て
替えたままになっていたり、年度切り替え時の事務処理上の誤り
などもあった。そこで、各ふれあい館共通の日報の項目に現金残
高と帳簿残高を加え、日々必ず適正な現金管理が行われているか
を確認することとした。

実施済み

８

通常、団体のメンバーの過半数が区民または在勤
である場合、使用料は区民団体として割引料金が
適用されるが、割引が適用される団体であって
も、参加者から入場料等を徴収する場合には一般
料金を徴収することとなっている。この取扱に関
し、教室として利用する際に、ある館では一般料
金で貸しており、別の館では割引料金で貸してい
た。

貸室の利用に関して、利用者の利用状況を厳
密に把握することは、指定管理者の人数の点
から、各利用者との関係の点からも困難なこ
とと思われるが、同様の活動でありながら、
利用するふれあい館によって、貸室の使用料
に差異が生じることは問題である。

区において、利用者が団体として登録する際に、活動
の内容や受講者等から徴収する料金の有無及びその金
額、また、募集の方法など、指定管理者が利用者の使
用の可否や使用料金を判断する上で必要な情報を記載
させるとともに、その登録の内容を定期的に確認する
など、利用者の実態を把握し、貸室の公平な使用の確
立に努める必要がある。

平成２３年度は３年に一度の登録団体更新の時期であり、その中
で課全体として、貸室の公平な使用を目指し、登録団体の実態把
握をしているところであり、具体的なマニュアルも作成した。
特に、平成２３年度からは、団体の内容を十分に確認するため、
新規団体には、登録カードの即日交付をやめ郵送することにし
た。

実施済み

施設の管理に関する業務について

区への納付及び帳票の
記載について

相談室について

委託料に係る収支報告
の正確性について

業務管理水準の明確化
について

貸室の使用料の管理について

現金の管理について

貸室使用料の割引について
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平成22年度包括外部監査における指摘事項及び対応状況

現　状 問題点 意　見 対応状況

９

入館者数の集計に誤りがあった。 入館者数の集計の結果に対して、その動向を
注視して、特に減少に対しては区と指定管理
者において原因の分析及び対処方法の検討を
適時・適切に行っていれば、入館者数の誤り
が看過されることは無かったものと思われ
る。
各ふれあい館における入館者総数及びその推
移に対して、区として一定の評価を行い、増
減、特に減少に対して指定管理者から正式に
見解を求め、その改善方法の提示を受けるな
ど、入館者数の増減に対する対策の検討及び
指定管理者に対する評価が行われているとは
言い難い。

入館者数の増減に対する分析を行う事により、指定管理
者に対する評価の一因とする必要がある。
ふれあい館事業の目的から考えると、入館者数の減少に
対しては、地域への広報の活性化やそのふれあい館で行
われている事業の見直しなど、より多くの地域住民が来館
する為に施策を講じていく必要がある。

これまでも、３年に一度の指定管理者更新時における審査委員会
の中で、入館者数に増減については、各委員が実績評価するうえ
での検討材料としていた。
今後は、毎年開催する実績評価委員会の中で、入館者数の増減に
ついての評価・分析を行っていく。

実施済み

１０

備品の実態と協定書等の記載内容とが整合してい
ないものがある。（現物は存在するものの、基本
協定書別表の備品一覧や区の作成する共用備品一
覧表にないもの、一覧表には載っているものの、
現物の見当たらないもの等があった。）
事業の参加者の私物を預かっているケースがあっ
た。

基本協定書は区と指定管理者との間の責任関
係を定める基本的な文書であり、区から無償
貸与される備品等の管理責任の範囲を特定す
る上でも、正確性が求められる。
区の施設において個人の私物を預かること
は、問題があり、紛失時の保管責任の所在や
他の利用者との平等の観点からも好ましいこ
とではない。

協定書の意義を踏まえ、再度、備品の実態を把握した
上で、協定書の別表を正確に再作成する必要がある。
その後、備品に異動が生じた場合等は、協定書を更新
し、区と指定管理者によって確認を行うなど、区が所
有する備品に対する書面の整備を図る必要がある。

実態にあった共用備品一覧表を早急に整備する。 平成２３
年度実施

１１

指定管理者が管理運営業務を行うに当たり、備品
（３万円以上を備品としている）を購入する場合
には、区と協議し、必要に応じて区の予算により
購入すべきこととなっているが、区がリースをし
ていたものを指定管理者に移行したもの、３万円
以上のものを消耗品として購入しているもの等が
あった。

事業に必要な備品は、区の備品購入予算に計
上し承認された後に、翌年度、区が購入し指
定管理者に貸与することが原則であり、支
出・購入方法に問題がある。
また、これらの備品については、区の所有備
品として管理すべきものにもかかわらず、協
定書の備品一覧及び供用備品一覧表等には記
載されず、備品の管理としても問題と考え
る。

区と指定管理者で検討を行い、指定管理者の管理運営
業務が滞ることの無い、区の備品購入手続きの上で問
題の無い手続きを策定し、その結果定められた方法に
関してはそれを遵守していくべきである。また、区に
おいて管理すべき備品に関しては備品台帳への掲載な
ど、必要な措置を講じていく必要がある。
また、現状において、問題のある手続により指定管理
者において購入された物品の有無及びその所有の所在
を明らかにし、区の所有物に関しては、備品として管
理する必要がある。

購入手続きの適切さを欠いた備品については、区と指定管理者が
協議し、正式な備品管理ができるよう必要な措置を講じた。
今後も、区・指定管理者ともに、ルールに沿った適正な管理をし
ていく。

実施済み

１２

職員体制や勤務状況に関する評価に関しては、労
働者名簿や出勤簿等により確認を行うことがで
き、実態を把握している等、十分に評価を行って
いる部分もあるが、再委託の承認に漏れがある、
決算数値の確認が行われておらず、実態を表して
いない決算数値が報告されている状態が継続して
いる等、実績に対する評価が十分に行われている
とは言えない面も多い。

実態を表していない決算数値が報告され続け
ている状況において、収支決算書により会
計・予算等に関し適切に評価することはでき
ないものと考える。
民間事業者の有するノウハウを広く活用し、
区民へのサービスの向上及び行政のコストの
縮減を図る事を目的として指定管理者制度を
採用している中、その実績を十分に評価して
いない現状では、その目的を達成する事は難
しい。

提出される書面に関して、その作成方法及び作成様式
などを指定管理者に提示し、同じ書類が正確に作成さ
れる仕組みを早急に構築・徹底する必要がある。
審査の方法として、定期的に幾つかの指定管理者を抽
出し、実際に区の担当者及び外部専門家が実地調査を
行い、区に提出された書類の内容や実際に行われてい
る管理運営の状況を確認することが、指定管理者の実
績に対する正確な審査につながるとともに、指定管理
者に対する監督者としての牽制機能を発揮することに
もつながると考える。

平成２２年度分の実績評価から、決算・会計報告等の提出書類の
様式について、実態を反映した決算数値を報告してもらえるよう
な様式に変更するとともに、より多面的な視点から評価ができる
よう、新たに学識経験者や財務専門家等による実績評価委員会を
設置し、二次評価を行う。また、これまで実施してきた外部専門
家による評価（一次評価）について、評価の過程で疑義がある場
合等は、必要に応じて現地調査を行うこととした。
なお、施設の事業等の進捗状況を定期的に確認することができる
よう、平成２３年度から「半期事業報告」を提出させ、計画から
乖離している場合はヒアリングを行う等、進捗確認を行う。

平成２３
年度実施

１３

毎年度終了後、指定管理者は区に対して管理経費
の収支状況等を報告する事になっているが、指定
管理料の決算数値に関する元帳など、その支出内
容の確認を行う事ができる帳表が存在しない施設
があった。また、何らかの帳表がある施設におい
ても、実際の決算数値と区へ報告された数値が異
なる項目が多く、区への報告書の適正性を確認す
る事が出来なかった。

実際の決算数値とは異なる数値が区に報告さ
れている事態が放置されていた状況は問題で
ある。また、報告される決算数値に関して区
が確認を行っていない状況は、指定管理者に
対する監督・指導が十分に行われているとは
言えない現状を招いている。
十分な経理水準を有する事も指定管理者に求
められる能力の一つであるにも関わらず、区
への決算収支の報告に正確性を欠いている現
状は大きな問題である。

決算収支報告に関して、その作成・報告方法及び作成
に用いた資料の作成・保管など、基本的な事項につい
て指定管理者に周知徹底を図るとともに、基本協定書
にも規定されている管理経費等の収支状況等に関する
確認作業を行う事が必要である。
また、定期的に数者を選択し決算収支報告に関する確
認を行う事も、指定管理料に関する決算収支報告の精
度を高める為にも必要である。

正確な決算数値を把握するため、公認会計士等と協議の上、決
算・会計報告の帳票を新たに導入し、平成２３年１月に全指定管
理者の責任者に対して提示し、説明を行った。
また、新たな帳票の１つとして「決算書マトリックス表」を作成
し、「区へ報告した決算科目」と「法人独自の決算科目」を一表
にすることで、区・法人、両者の決算科目を網羅できるようにし
た。このマトリックス表を活用し、区・法人の両者の科目を付き
合わせることで、数値をより正確に把握できるようにした。
さらに、一部の科目については、科目別内訳表（もしくは法人が
作成する総勘定元帳）を提出させることにより、費用の内訳（詳
細）を把握できるようにした。

実施済み

指定管理者からの収支決算報告について

備品の購入について

指定管理者に対する実績審査について

入館者数に対する評価について

備品等の管理について
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